
就学前障害児の発達支援の無償化の実施状
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障害福祉サービス等報酬の令和元年11月及び12月請求分において、就学前障害児の発達支援の

無償化によると思われる請求エラー及び警告が多数発生している。特に以下2つのエラーについ

ては、障害児支援受給者台帳の無償化対象区分と請求明細書の利用者負担額が不一致により発生
している可能性があるものである。

年度の切り替えと共に対象者の変更対応が特に多い4月前後は、自治体の障害児支援受給者台

帳の整備誤りや事業所の請求誤りが起こらないよう、必要に応じて市区町村及び事業者等に周知

されたい。

(※）エラーコードEN21は無償化実施以前から存在するコードですが、今般の無償化に伴い本エラーが多発しているために注意喚起を促すものです。

就学前障害児の発達支援の無償化の実施状況について②

○翌年度に向けた対応として、各自治体が国民健康保険団体連合会（以下「国保

連」という。 ）に審査支払事務を委託している場合は、各国保連より、令和2年3

月31日をもって無償化の対象外となる児童と、令和2年4月1日から新たに無償化

の対象となる児童の候補者情報を抽出し、各自治体にCSVデータとして提供され

る予定。

○CSVデータは、令和元年10月の制度開始前の対応と同様に、抽出ツールの実行

時点において国保連に連携している受給者台帳を元に、国保連から抽出データが各

自治体へ3月目処に提供される予定。
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請求明細書の請求額集計欄

の「利用者負担顎②」が障

害児支援受給者台帳の「無

償化対象区分」に応じた値

と一致していません

【エラーの内容】

障害児支援受給者台帳の「無償化対象区分』が『対象」の際に、請求明細書の「利用者負担額

②」が0円以外で請求がなされた場合に出力されます。

▼発生例①（自治体の事務が誤っているケース）

事業所は無償化対象でない児童として正しく請求しているが、自治体が障害児支援受給者台帳の

無償化対象区分を「対象外」とすべきところ、誤って「対象｣，としてしまった。
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列②（事業者の事務が誤っているケース）

ま無償化対象児童として正しく障害児支援受給者台帳を整備しているが、事業所が利用者

崖「0円」とすべきところ、誤って利用者負担を取った状態の請求をしてしまった。

【エラーの内容】

障害児支援受給者台帳の項目（『無償化対象区分」等）が「対象外』あるいは未設定の際に、請

求明細書の「利用者負担額②」が1割相当額ではない額で請求がなされた場合に出力されます。

▼発生例①（自治体の事務が誤っているケース）

事業所は無償化対児菫として正しく請求しているが、自治体が障害児支援受給者台帳の無償化対

象区分を「対象」とすべきところ、誤って「対象外」としてしまった。

▼発生例②（事業者の事務が誤っているケース）

自治体は無償化対象でない児童として正しく障害児支援受給者台帳を整備しているが､事業所が

利用者負担を取るとすべきところ、誤って利用者負担額を「0円」として請求してしまった。


